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平成21年度介護職員処遇改善等臨時特例交付金の運営について

　拝啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　平素は介護保険制度運営に関し、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、国の経済危機対策により、介護職員と他の業種との賃金格差を縮め、介護が確固と

した雇用の場として成長していけるよう、介護職員の処遇改善に取り組む事業者へ資金の交

付を行う「介護職員処遇改善等臨時特例交付金」が創設され、介護職員の処遇改善をさらに

進めていくこととなりましたが、今般、厚生労働省はそれに関連し、　「介護職員処遇改善等

臨時特例基金管理運営要領」を定め、本年5月29日より適用されることとなり、各都道府県

知事宛てに通知が発出されました。

　本基金管理運営要領は、①介護職員処遇改善交付金事業、②施設開設準備経費助成特別対

策事業及び定期借地権利用による整備促進特別対策事業（以下、施設開設準備等特別対策事

業）の2つの事業から成る「介護職員処遇改善等対策事業」に関する基金運営について示さ

れたものであります。

　①介護職員処遇改善交付金事業につきましては、都道府県がその実施要領に基づき、一定

の要件を満たした介護事業者を承認し、当該事業者に介護職員の賃金改善に充当するための

交付金を支給すること等により、その処遇改善を図る事業であり、各サービスごとの交付率

につきましては添付資料「別記1」の表1に記載されている通りであります。

　②施設開設準備等特別対策事業につきましては、施設の開設時から安定した質の高いサー

ビス提供のための体制整備を支援するため、特別養護老人ホーム等の施設等の開設準備に要

する経費等について都道府県等が補助する事業、また、特別養護老人ホーム等の整備促進を

図るため、用地確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に支払われた一時金（賃料

の前払いとして授受されたものに限る。）について、都道府県等が補助する事業等であり、

その交付基礎単価等が、添付資料「別記2」の別添1、2に示されております。つきましては、

貴会におかれましても、制度の円滑な施行のため当該制度をご了知いただき、周知方よろし

くご高配のほどお願い申し上げます。

　なお、②施設開設準備等特別対策事業において、その運用方法は自治体に任せられている

ため、それら補助に関しては、各自治体に相談窓口が設置されていますので、ご相談くださ

いますよう併せてお願い申し上げます。



　また、上記の2事業の概要につきまして、参考資料を添付いたしますので、ご活用いただ

ければ幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

記

（添付資料）

・「平成21年度介護職員処遇改善等臨時特例交付金の運営について」の送付について

　　　（老老発0803第1号平21．8．3厚生労働省老健局老人保健課長通知）

・参考資料1

・参考資料2

r介護職員処遇改善交付金」について

「施設開設準備経費等に対する支援」について

以上
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平成21年度介護職員処遇改善等臨時特例交付金の運営について

　標記の交付金の交付については、「平成21年度介護職員処遇改善等臨時特例交付金に

ついて」（平成21年7月1日厚生労働省発老0701第20号厚生労働省事務次官通知）

の別紙「平成21年度介護職員処遇改善等臨時特例交付金交付要綱」をもって通知したと

ころであるが、当該交付金によって造成された基金の運営については、別紙「介護職員処

遇改善等臨時特例基金管理運営要領」（以下「運営要領」という。）を定め、平成21年5

月29日より適用することとしたので通知する。



別紙

介護職員処遇改善等臨時特例基金管理運営要領

第1　通則
　　介護職員処遇改善等臨時特例交付金により4都道府県に造成された基金（以下「基金」

　という。）の管理、運用、取崩し等に係る事業（以下「基金事業」という。）及び基金を

　活用して行われる事業（以下r介護職員処遇改善等対策事業」という。）については、

　この運営要領の定めるところによる。

第2
　－1

2

基金事業

基金設置主体

基金は、都道府県がこれを設置する。

基金の設置方法

基金については」次の事項を条例で定める。

①
②
③
④
⑤

基金の設置目的

基金の額

基金の管理

運用益の処理

基金の処分

3　基金事業の実施・

（1）基金の取崩し

　都道府県は、介護職員処遇改善等対策事業に必要な経費を、必要に応じて、基金か

　ら取り崩し、支出する。

（2）運用益の処理

　都遷府県は、基金の運用によって生じた運用益は、条例に定めるところにより、当

　該基金に繰り入れる。

一（・3）助成事業者等からの返還金等の処理．

　都道府県は、介護職員処遇改善等対策事業の年度終了後、助成事業者等からの返還

　金等があった場合には、．国庫に返還する場合を除き、当該基金に繰り入れる。

（4）基金事業の中止

　都道府県は、基金事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受

けなければならない。

（5）基金の処分の制限

　基金（（2）及び（3）により繰り入れた運用益等を含む。）は、一介護職員処遇改善

等対策事業を実施する場合を除き、これを取り崩してはならない。

（6）事業の終了

　ア　基金事業の実施期限は、平成23年度末までとする。

　　　ただし、第3の（1）の介護職員処遇改善交付金事業は、平成23年度を越え

　　て精算等を行う必要があることから、平成24年12月末まで延長することがで

　　きる。



　イ　また、第3の（2）の施設開設準備経費助成特別対策事業及ぴ定期借地権利用

　　による整備促進特別対策事業の実施及びその精算を目的として延長する場合にお

　　いても、平成24年12月末まで延長することができる。

　ウ　基金の解散は、原則として精算手続きがすべて完了した上で行う。

　　　なお、基金を解散する場合には、解散するときまでの基金の保有額、基金事業

　　に係る保有額の保管の状況等必要な事項を厚生労働大臣に報告し、その指示を受

　　け、解散するときに有する基金の残余額を国庫に返還しなければならない。

　工　介護職員処遇改善等対策事業について、基金の解散後、基金への返還事由が発

　　生したことにより、なお基金の残余額を有することとなった場合には、国庫に返

　　還しなければならない。

（7）執行状況の公表

　　　都道府県は、毎年度、上半期、下半期及ぴ決算終了時に、別に定めるところに

　　より、基金事業に係る執行状況を、ホームページ等により、対外的に公表しなけ

　　ればならない。

（8）事業実施状況の報告

　　　都道府県は、毎年度、基金事業に係る決算終了後速やかに、別紙様式により事

　　業実施状況報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第3　介護職員処遇改善等対策事業

　　　介護職員処遇改善等対策事業は、’以下の事業とし、各事業における実施の手続き等

　　については、別記1及び別記2による。

　（1）介護職員処遇改善交付金事業（別記．1）

　（2）施設開設準備経費助成特別対策事業及び定期借地権利用による整備促進特別対策

　　　事業（別記2）



別紙様式

号
日

　
月

　
年

　
成

第
平

厚生労働大臣　殿

都道府県知事
．回

平成●●年度介護職員処遇改善等臨時特例基金

管理運営要領に基づく事業実施状況報告について

1　資金保管実績

資金の保有区分 年度当初保管額 年度申異動額 年度末保管額

円 円 円

合計額

2　基金運用実績

基金の保有区分 利息額 差益額

円 円

合計額

※　基金の保有形態別に、収入の種別により記載する他、内訳を添付すること。



3　基金事業に係る経費

事業区分

合計額

支出済額

円

支出内訳

（注）別添の介護職員処遇改善等対策事業の事業内容に記載されている事業ごとに

　　記載し、適宜、支出内訳を記載すること。



4　事業実施状況

項目 事業内容

ア　介護職員処遇改善交

（1） 付金事業

（基本事業）

イ　介護職員処遇改善交
（1）一 付金事業

（その他事業）

ア　施設開設準備経費

（2） 助成特別対策事業

（基本事業）

イ　定期借地権利用によ

（2） る整備促進特別対策事

業（基本事業）

ウ　（2）のア及びイ
（2） に係るその他事業



別記1

1

　　　　　　　　　　介護職員処遇改善交付金事業

目的

　本事業は、介護職員について、他の業種との賃金格差を更に縮め、介護が確固と

した雇用の場としてさらに成長していけるよう、介護職員の処遇改善に取り組む事

業者への助成等を行い、介護職員の処遇改善を更に進めていくことを目的とする。

2　事業の内容

　　（1）基本事業

　　　　　都道府県が、別添の「介護職員処遇改善交付金事業実施要領」（以下「実施

　　　　要領」という。）に基づき、当該都道府県内に所在する一定の要件を満たした

　　　　介護事業者を承認し、当該介護事業者（以下「対象事業者」という。）一に介護

　　　　職員の賃金改善に充当するための交付金（以下「介護職員処遇改善交付金」と

　　　　いう。）を支給すること等により、その処遇改善（賃金、教育・研修体制、職

　　　　場虞境等の改善等）を図る事業とする。

（2）その他事業

　　都道府県がこ基本事業を円滑に施行するための説明会の開催、システム改修、

　一部事務の委託などを実施することにより、基本事業を推進するための事業と

　する。

3　実施主体

　　　実施主体は都道府県とする。ただし、国民健康保険団体連合会（以下「国保連」

　　という。）が介護報酬の審査及び支払いの事務の委託を受けている場合には、当該

　　国保連に介護職員処遇改善交付金の支払いに関連する事務を委託することができ

　　る。

4　補助率

定額（10／10）

5　補助額

　　（1）基本事業

　　　年度内に支払う交付金の額は、一の対象事業者につき、介護報酬総額（介護サ

　　ービスの総単位数に、地域区分に応じた単価を乗じた額（緊急時施設療養費、特

　　別療養費及び特定診療費を含む。）をいう。ただし、過去に支払われた報酬の額に

　　誤りがあったため、過誤調整を実施した場合は、その過誤調整分を含む（平成2

　　1年9月サービス分以前の過誤調整分は含まない。）以下同じ。）に、表1のサー

　　ビス区分ごとに定める交付率を乗じて得た額（1円未満の端数が生じたときには、

　　切り捨てとする。）。

　　　ただし、事業年度終了後、あらかじめ定められた賃金改善実施期間において実



際に賃金の改善（法定福利費の事業主負担等を含む。）に充てられた経費の実支出

額が交付金受給総額を下回る場合には、その差額について対象事業者に返還を命

じ、基金に繰り入れなければならない（ただし、既に基金が解散している場合に

あっては、国庫へ返還すること。）

※　　処遇改善に係る経費であっても、賃金の改善（法定福利費の事業主負担等を含

　む。）以外の費用については認めない占

（2）その他事業

　　都道府県知事が必要と認めた額

6　事業の対象経費

　　（1）基本事業

　　　　　5の（1）により算出された平成21年10月から平成24年3月までの介

　　　　護サービズ提供分に係る介護職員処遇改善交付金の額の経費

・（2）その他事業

　　基本事業を円滑に実施するために有効な経費であって、賃金、職員手当等、

　共済費、報償費』旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購

　入費

7　事業の中止

　　　都道府県は、事業を中止又は廃止する場合には、厚生労働大臣に報告し、その指

　　示を受けなければならない。

8’ 幕ﾆの終了

　　（1）’基本事業

　　　基本事業は、平成24年3月サービス提供分までを対象としており、介護報酬の

　　月遅れ請求への対応等を考慮し、平成24年7月末までとする。

　　（2）その他事業

　　　その他事業は、基本事業の終了後、その決算に係る業務（対象事業者からの実績

　　報告の処理等）を実施するために必要な経費を支出するため、平成24年11月末

　　までとする。

9　事業実施状況の報告．

　　　都道府県は、毎年度、事業完了後速やかに、別紙様式により事業実施状況報告書

　　を厚生労働大臣に提出しなければならない。

10　事業実施の条件

（1）都道府県は、別添の実施要領に基づいた事業を実施しなければならない。

（2）都道府県は、事業の内容及び事業間の経費の配分を変更（軽微な変更を除く。）

　　する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。



（3）都道府県は、事業を中止又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなけ

　ればならない。

（4）都道府県は、事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった

　場合には、速やかに厚生労働大臣に報告し、その指示を受けなければならない。

（5）都道府県は、事業に係る経理と他の経理は区分しなければならない。

（6）都道府県は、事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械

　及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省

　令第15号）で定めている耐用年数を経過するまで厚生労働大臣の承認を受けない

　で、この交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に

　供し、又は廃棄してはならない。

（7）都道府県は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完

　了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用

　を図ら’なければならない。

（8）都道府県が厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があうた

　場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

（9）都道府県はぐ事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成すると

　ともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書

　類を事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受け

　た日）の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

（10）都道府県は、事業の終了後においても、助成事業者等からの返還が生じた場合に

　は、これを基金に繰り入れなければならない（ただし、既に基金が解散している場

　合にあっては、国庫へ返還すること。）。

11事業の実施
　（1）基本事業

　　ア　介護事業者への説明

　　　　都道府県は、介護職員処遇改善交付金（以下11においてr交付金」’という。）

　　　を受けようとする介護事業者に対して、別添の実施要領その他必要な事項につい

　　　て、十分な説明を行うこと。

　　イ審査及び承認

　　　　都道府県は、介護事業者からの申請内容を審査し、当該事業者が交付金の支給

　　　要件に合致する場合には、申請を行った介護事業者に対して、承認した旨の通知

　　　及び支給の決定を行うこととする。なお、承認の有効期間は年度を単位とする。

　　ウ交付金の支払い

　　　　都道府県は、対象事業者に対して、毎月、当該対象事業者の各月の介護報酬総

　　　額に、表1のサービス区分ごとに定める交付率を乗じて算出して得た額（1円未

　　　満の端数が生じたときには、切り捨てとする。）を支払う。

　　　　なお、交付金の支払いに関連する事務については、国保連等に委託することが

　　　できるものとし、複数の事業所又は事業者単位等で交付金の支給決定をしている

　　　場合であっても、事業所単位ごとに支払い通知を送付することとする。



工　交付金の支給停止等

　　都道府県は、対象事業者が次の各号に該当する場合には、既に支給された一部

　若しくは全部の交付金の返還を命じること又は期間を定めて交付金の支給停止を

　行うことができるら

　一　労働基準法等の違反により罰金刑以上の刑に処せられた場合

　二　虚偽又は不正の手段により本交付金を受給した場合

オ　過誤調整等

　　都道府県は、対象事業者へ交付金を支払った後、交付金の額に過誤等が生じた

　場合には、既に支給された一部若しくは全部の交付金の返還を命じヌは未支給額

　の追加交付を行わなければならない。その場合、都道府県は、翌月以降の交付金

　において過誤調整を行うことができる。

力　実績報告による返還

　　都道府県は、対象事業者からの実績報告に基づき、あらかじめ定められた賃金

　改善実施期間において、実際に賃金改善に要した経費が交付金受給総額を下回る

　場合には、対象者事業者に対してその差額の返還を求め、基金に繰り入れなけれ

　ばならない（ただし、既に基金が解散している場合にあっては、国庫へ返還する

　こと。）。

（2）その他事業

ア　説明会の開催

　　介護職員処遇改善交付金事業の推進に当たっては、介護事業者に≧その目的及

　び趣旨を正確に理解してもらうことが、不可欠であることから、都道府県は、少

　なくとも事業開始前及びキャリアパス要件の導入前（平成21年度末）には、介

　護事業者に対する説明会を実施すること。

イ．計画書等の審査及び交付金の支払い等の円滑化

　　交付金の対象となる介護事業者数は相当な数となり、その計画書等の審査及び

　交付金の支払いについても膨大な事務量の発生が見込まれる。

　　したがって、都道府県は、必要に応じて

　　①臨時職員等の雇い上げ、

　　②　交付金の支払いに関連する事務の国保連等への委託

　　③　既存システムを活用した交付金の支払いのためのシステム改修等を行い、

　　　基本事業を円清に施行するために必要な措置を講じる。

ウ　国保連等への委託

　　　都道府県は、国保連等への交付金の支払いに関連する事務の委託について、

　別に定める契約書例を参考に、委託契約を締結する。



表1’交付金対象サービス

サービス区分 交付率

・（介護予防）訪問介護

E夜間対応型訪問介護
4．0％

・（介護予防）訪問入浴介護 1．　8％

・（介護予防）通所介護 1．9％
・（介護予防）通所リハビリテーション 1．　7％

・（介護予防）特定施設入居者生活介護

E地域密着型特定施設入居者生活介護

3．　0％

・（介護争防）認知症対応型通所介護 2．　9％

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護 4．　2％

・（介護予防）認知症対応型共同生活介護 3．　9％

・介護福祉施設サービス

E地域密着型介護老人福祉施設

E（介護予防）短期入所生活介護

2．　5％

・介護保健施設サービス

E（介護予防）短期入所療養介護（老健）

1．　5％

・介護療養施設サービス

E（介護予防）短期入所療養介護（病院等（老健以外））

1．　1％

’表2　交付金非対象サービス

サービス区分

・（介護予防）訪問看護

・（介護予防）訪問リハビリテーション

・（介護予防）福祉用具貸与

・特定（介護予防）福祉用具販売’

・（介護予防）居宅療養管理指導

・居宅介護支援

・介護予防支援

交付率

0％



別紙様式

平成●●年度介護職員処遇改善交付金（基本事業）の実施状況

【対象期間　平成●●年●●月～●●月】（交付金支給月ベース）

（1）承認件数等

承認件数 事業所数 備考

注1　承認件数は、都道府県が承認（支給決定）した事業者の件数

注2　事業所数は、都道府県が承認（支給決定）した件数に係る事業所数

（2）予算執行状況

①全体

交付額 　　返還予定額
i基金繰り入れ等予定額）

実交付額 備考

注1　交付額は、都道府県から事業者に対して支払われた額（＝事業者から提出された介護職員処遇
　改善実績報告書の①「平成●●年度分交付金受給総額」）『の合計額を記載すること。

注2　返還予定額（基金繰り入れ等予定額）は、事業者より返還される額の合計額（事業者から提出
　された介護職員処遇改善実績報告書の⑪τ交付金余剰額」）の合計額を記載すること。

注3　実交付額は、交付額と返還予定額の差額の合計額を記載すること。

②サービス別

サービス種類 件数 交付額 備考

訪問介護

訪問入浴介護

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護（老健）

短期入所療養介護（病院等）

特定施設入居者生活介護

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護



地域密着型介護老人福祉施設サービス

介護福祉施設サービス

介護保健施設サービス

介護療養施設サービス

介護予防訪問介護

介護予防訪問入浴介護

介護予防通所介護

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護（老健）

介護予防短期入所療養介護（病院等）一

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

合　　計

注1　件数及び支出額ば、国保連から送付される介護職員処遇改善交付金払込請求書内訳書等に基づき

　記載すること。また、サービスごとの交付額の合計額は、①の交付額と一致すること。

注2　国保連等に介護報酬の支払いの委託を行っていない事業者等への交付金の支払いに関する件数及

　び支出額については、備考欄に再掲として記載すること。



（別添）

介護職員処遇改善交付金事業実施要領

1　通則

　　介護職員処遇改善交付金事業（以下「交付金事業」という。）は、当該都道府県

　　に所在する支給要件を満たした介護事業者を承認し、承認された事業者（以下「対

　　象事業者」という。）・に対じて、介護職員（r指定居宅サービス等の事業の人員、設

　備及び運営に関する基準」（平成11年厚生省令第37号）等に規定する訪問介護

　　員等（サービス提供責任者含む。〉、介護職員（介護職員とみなして差し支えないこ

　　ととされている者を含む。）、（介護予防）小規模多機能型居宅介護従業者（「指定地

　域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」（平成18年厚生労

　働省令第34号）第63条第4項の者及び「指定地域密着型介護予防サービスの事

　　業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

　　ための効果的な支援の方法に関する基準」（平成18年厚生労働省令第36号）第

　　44条第4項の者を除く。）及び指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業

　　所の介護従業者をいう。’以下同じ。）の賃金改善に充当するための交付金（以　「交

　　付金」という。）を支給すること等により、介護職員の処遇改善を図る。

2　交付金の仕組みと事業年度

　　一　交付金の仕組み

　　　　介護職員処遇改善交付金は、介誰サービス提供に係る介護報酬に一定の率を乗

　　　じて得た額を、毎月の介護報酬と併せて交付し、事業年度ごとに事業者が提出す’

　　　る実績報告に基づき、余剰金が発生した場合には、その額を返還することとして

　　　いる。

　　二　事業年度

　　　　交付金事業の年度区分は、当該年の4月から翌年（D3月支払い分まで（12か

　　　月間）とし、その交付金の額の根拠となる介護サービスは、原則として、当該年

　　　の2月から翌年1月までに提供された介護サービスとなる。

　　　　ただし、平成21年度及び平成24年度については、’交付金支給の始期及び終

　　　期が異なるため、以下のとおりとなる。

　　　　（平成21年度の場合）

　　　　　平成21年12月から平成22年3月の交付金支払い分まで（4か月間）

　　　　　（原則として、平成21年10月から平成22年1月までに提供された介護

　　　　　サービス分）

　　　　（平成24年度の場合）

　　　　　平成24年4月から5月の交付金支払い分まで（2か月間）

　　　　　（原則として、平成24年2月から3月に提供された介護サービス分）

　　　※　ただし、平成24年度については、介護報酬の月遅れ請求があった場合、当

　　　　該請求に係る交付金の支給を最大2か月間対応すること・とし、平成24年6月



及び7月の交付金支払い分も含めることとする。

3　交付金の支給要件

　　　交付金を受けようとする事業者は、以下の支給要件を満たさなければならない。

　　一　平成21年10月から平成24年3月までの間、別紙1の表1に掲げる介護サ

　　　ービスを提供する見込みがある。

　　二　4に定める計算式仁より算出された交付金見込額を上回る賃金改善（平成20

　　　年10月から翌年3月までの期間における介護職員の賃金（退職手当を除く。以

　　　下同じ。）に対する改善をいう。以下同じ。）が見込まれた計画を策定している。

　　三　賃金改善の実施期間及び方法等並びに賃金改善以外の処遇改善の内容を記載し

　　　た別紙様式2の介護職員処遇改善計画書を作成し、事業者の職員に対して当該計

　　　画書の内容についての周知を行った上で、都道府県あて提出している。

　　四　交付金の対象事業者としての申請日の属する月の初日から起算して過去一年間

　　　（申請日が平成22年7月31．日以前である場合については平成21年8月3日

　　　から申請日までの間）に、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災

　　　害補償保険法、雇用保険法等（以下「労働基準法等」という。）の違反により罰

　　　金刑以上の刑に処・せられていないこと。

　　五　労働保険に加入している。

※　平成22年度以降の助成にあたっては、必須要件に加えて、平成21年度介

　護報酬改定を踏まえた処遇改善事項について定量的な要件を課ずこと（例：勤

　務シフトの改善や教育・，研修の充実を一定額分以上行うこと等）のほか、キャ

　リア・パスに関する要件を追加することとしており、これを満たさない場合は、

　交付金の額を減額することを予定している。

4　交付金見込額の計算

　　　交付金見込額については、次の計算による。

　　　介護報酬総額（※1）×交付率（※2）（一円未満の端数切り捨て）

　　※1　介護報酬総額（介護サービスの総単位数に、地域区分に応じた単価を乗じた

　　　額・（緊急時施設療養費、特別療養費及び特定診療費を含む。）をいう。ただし、

　　　過去に支払われた報酬の額に誤りがあったため、．過誤調整を実施した場合は、そ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の過誤調整分を含む（平成21．年9月サービス分以前の過誤調整分は含まない。）

　　　以下同じ。）は、当護事業年度における交付金の交付額の根拠となる介護サービ

　　　スの提供に係る見込額の総額を用いる。．

　　※2　交付率については、別紙1の表1に定める率を用いる。

　　（補足事項）

　　　※1については、過去の実績や事業計画等を勘案し、事業の実態に沿った見込み

　　数を用いること。

　　　交付金見込額は、都道府県ごとに計算するものとし、別紙様式2の介護職員処遇

　　改善計画書を複数の介護サービスを提供する事業所において一括作成する場合の交



付金見込額の計算については、別紙1の表1に定めるサービス区分ごとに行い、そ

れぞれのサービスごとに算出された額（一円未満の端数切り捨て）を合算すること。

5　交付金の額

　　　年度内に支払われる交付金の額はrの額とする。

　　　ただし、事業年度終了後、あらかじめ定められた賃金改善実施期間、（8の一のエ

の「賃金改善実施期間」をいう。以下同じ。）における二の額が交付金の受給総額を

下回る場合には、その差額について返還を要するものとする。

　　一　事業者の申請に係る介護報酬総額に、別紙1のサービス区分ごとに定める交付

　　　率を乗じて得た額（1円’未満の端数切り捨て）

　　二　実際に介護職員の賃金改善に充てられた経費（当該改善に伴う法定福利費等の

　　　事業主負担増加額及び交付金を原資として他都道府県の事業所又は施設（以下「事

　　　業所等」という。）（同一法人の事業所等に限る。）の介護職員の賃金改善に充当

　　　した額を含み、他都道府県の事業所等（同一法人の事業所等に限る。）が交付を

　　　受けた交付金を原資として介護職員の賃金改善に充当した額を含まない。）の実

　　　支出額の合計額

6　対象事業者の責務

　　　対象事業者は、次の事項を遵守する責務を有する。

　　一　交付金を介護職員の賃金改善に要する費用（当該改善に伴う法定福利費等の事

　　　業主負担増加額を含む。）以外の費用に充ててはならない。

　　二　交付金の趣旨に鑑み、交付金により賃金改善を行う給与の項目以外の給与の水

　　準を低下させてはならない。ただし、業績等に応じて変動することとされている

　　　賞与等が、当該要因により、変動した場合についてはこの限りでない。

　　三　各事業年度における最終の交付金支払いがあった月の翌々月の末日までに実績

　　報告書を提出し、あらかじめ定められた賃金改善実施期間における5の二の額が

　　　交付金の受給総額を下回る場合には、都道府県に対してその差額を返還しなけれ

　　　ばならない。

　　四　この交付金に係る支出と実際に介護職員の賃金改善に充てたことがわかる書類

　　　を作成し、これを実績報告後、5年間保管しなければならない。

　五　労働基準法等を遵守しなければならない。

7　交付金の支給停止等’

　　　都道府県は、対象事業者が次の各号に該当する場合には、既に支給された一部若

　　しくは全部の交付金の返還を命じること又は期間を定めて交付金の支給停止を行う

　　ことができる。

　　一　労働基準法等の違反により罰金刑以上の刑に処せられた場合

　　二　虚佛又は不正の手段により本交付金を受給した場合

8　介護職員処遇改善計画書の作成



　交付金を受けようとする事業者ぱ、次の各号の記載事項等を含んだ別紙様式2の

介護職員処遇改善計画書を作成し、その他必要な書類（労働基準法第89条に規定

される就業規則（賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則とは別に

個別作成している場合は、それらの規程も含む。以下同じ。）、労働保険に加入して

いることが確認できる書類（労働保険保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料

申告書等）（以下r計画書添付書類」という。）を添付する。

一　賃金改善の方法

　ア　交付金見込額

　　　4により算定された額

　イ　賃金改善見込額

　　　各事業者において賃金改善実施期間における賃金取善に要する見込み額（当

　　該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。）の総額でありアの額

　　を上回る額

　ウ　賃金改善を行う給与の項目

　　　増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類（基本給、手当、

　　賞与又は一時金等）等を記載する。

　工　交付金による賃金改善実施期間．

　　　賃金改善実施期間は、事業者の選択により定めるものとし、当該年2月から

　　翌年4月までの間で、交付金支給月数と同じ月数の連続する期間（その始期は

　　交付の根拠となる介護サービス提供月以降であり、その終期は、事業年度にお

　　ける最終交付金の支払い月の翌月とする。）とする。

　　　また、当該期間が事業年度間で重複してはならない。

　　　なお、平成21年度及び平成24年度については、交付金支給の始期及び終

　　期が異なるため、以下のとおりとなる。

　　　（平成21年度）

　　　　事業者の選択により、平成21年10月から平成22年4月までの間で、

　　　　交付金支給月数と同じ月数の連続する期間

　　　（平成24年度）

　　　　事業者の選択により、平成24年2月から6月までの間で、交付金支給月

　　　　数と同じ月数の期間

　オ　賃金改善を行う方法

　　　賃金改善の実施時期や一人当たりの賃金改善見込額を、可能な限り具体的に

　　記載すること。

二　賃金改善以外の処遇改善事項

　　平成21年4月の介護報酬改定を踏まえて実施した（実施予定を含む。）処遇

　改善（賃金改善を除く。）について記載すること。

※　介護職員処遇改善計画書の作成は、必ずしも事業所等ごとの作成ではなく’、事

　業者（法人）が一括で作成しても差し支えない。また、同一の就業規則により運

　営されている地域・サービス等ごとの作成も可能とする。さらに、都道府県をま

　たがる事業者（法人）についても、一貫した処遇改善を可能とするため事業者単



位での作成となるが、交付額の算定等を行うため、これらに関連した記載事項に

ついては、都道府県単位での記載が必要となる。

　なお、複数の事業所の介護職員処遇改善計画書を一括して作成する場合には・

’当該計画書に記載された計画の対象となる事業所等の一覧表を作成し・当該計画

書に添付しなければならない。

9　交付金の対象事業者としての承認申請
　　　交付金を受けようとする事業者は、別紙様式3の承認申請書に・介護職員処遇改

　　善計画書及び計画書添付書類（以下r計画書等」という。）を添えて・・事業所等）

　　ごとに承認申請を行う。
　　　ただし、介護職員処遇改善計画書の内容が複数の事業所等にまたがる場合や事業

　　者単位ぞある場合など、事業所等ごとの申請が実態にそぐわないときには、別紙様

　　式4の承認申請書により、一括して取り扱っても差し支えない。

　　　また、申請は事業年度ごとに受け付けるものとし、承認を得られなかった事業者

　　は、同一事業年度内に再度申請することも可能とする。

10　変更の届出
　　　対象事業者は、承認申請時に提出した申請書及び計画書等に変更（次の各号のい

　　　ずれかに該当する場合に限る。）があった場合には、次の各号に定める事項を記載

　　　した変更の届出を行う。
　　　＿　会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位

　　　　が変更となる場合は、当該事実発生までの交付金の使用実績及び残額並びに承継

　　　　後の交付金の取扱いに関する内容
　　　二．別紙様式4により申請を行う事業者において、当該申請に関係する事業所等に

　　　　増減（新規指定、廃止等あ事由による）があった場合は当該事業所等の介護保険

　　　　事業所番号、事業所等名称、サービス種別

　　　三　就業規則を改正（介護職員の処遇に関する内容に限る。）した場合は、当該改

　　　　正の概要

11　交付金の実績報告
　　　対象事業者は、各事業年度における最終の交付金支払いがあった月の翌々月の末

　　　日までに、都道府県に対して、以下の事項を含めた別紙様式5の介護職員処遇改善

　　実績報告書を提出することとする。
　　　　その際、本事業の目的は、賃金改善の取り組みを行う計画を提出している事業者．

　　　への交付金の支給であることから、あらかじめ定められた賃金改善実施期間内であ

　　　れば、事業年度を超えた賃金改善への交付金の充当であっても問題ばない。ただし・

　　　そあ賃金改善額が交付金の受給総額を下回る場合には、5に定めるところにより・

　　事業年度終了後、その余剰金について返還が必要となる。

　　　一　交付金の受給総額

　　　二　交付金による賃金改善実施期間



三　第二号の期間における次の事項

　ア　介護職員常勤換算数の総数

　イ．介護職員に支給した賃金総額

　ウ　介護職員一人当たり賃金月額

四　実施した賃金改善の方法

　　「基本給を全職員平均でOO円改善した」等、具体的に記載する。

五　第四号の実施に要した費用の総額（賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担

　増加額を含む。）

　　当該金額の記載に当たっては積算内訳を添付する。当該内訳については、6の

　第四号の書類を添付することで差し支えないものとし、また、計算に当たっては、

　対象事業者の賃金改善方法等に応じた適切な方法による。

六　他都道府県の事業所等（同一法人の事業所等に限る。）の介護職員の賃金改善

　の原資とした額

七　他都道府県の事業所等（同一法人の事業所等に限る。）が交付を受けた交付金

　を原資として介護職員の賃金改善の原資として充当した額

八　賃金改善所要額『

　　次の計算式により算出された額

　　第五号の額＋第六号の額一第七号の額

九　賃金改善に使用しなかった交付金の総額（都道府県への返還額）

　　当該金額は、第一号の額がら第八号の額を減じた額が一円以上の場合に記載す

　ること。

十　介護職員一人当たり賃金改善額（月額平均）

　　第五号の額を第三号アの数で除して得だ額（一円未満切り捨て）を記載する。

12　その他
　　　　対象事業者は、上記の他、以下の点に留意すること。

　　　一　本交付金は、毎月、’介護報酬総額が確定した段階で交付される。

　　　二　交付金の算定根拠となる毎月の介護報酬総額は、交付金対象事業者が国保連へ

　　　　送付した請求情報に基づくこととな．る。

　　　三　複数の事業所単位又は事業者単位で承認申請を行った場合、複数の事業所単位

　　　　又は事業者単位での交付額となる。

　　　四　実施主体が交付金の支払いを国保連等に委託している場合には、委託先である“

　　　　国保連等から交付金が支払われる。



別紙1

表1　交付金対象サービス

サービス区分 交付率

・（介護予防）訪問介護

E夜間対応型訪問介護

4．　0％

・（介護予防）訪問入浴介護 1．　8％

・（介護予防）通所介護 1．　9％

・（介護予防）通所リハビリテーション 1．　7％

・（介護予防）特定施設入居者生活介護

E地域密着型特定施設入居者隼活介護

3．　0％

・（介護予防）認知症対応型通所介護 2．　9％

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護 4．　2％

・（介護予防）認知症対応型共同生活介護 3．　9％

・介護福祉施設サービス

E地域密着型介護老人福祉施設

E（介護予防）短期入所生活介護

2．　5％

・介護保健施設サービス

E（介護予防）短期入所療養介護（老健）

1．　5％

・介護療養施設サービス

E（介護予防）短期入所療養介護（病院等（老健以外））

1．　1％

表2　交付金非対象サービス

サービス区分

・（介護予防）訪問看護

・（介護予防）訪問リハビリテーション

・（介護予防）福祉用具貸与

・特定（介護予防）福祉用具販売

・（介護予防）居宅療養管理指導

・居宅介護支援

・介護予防支援

交付率

0％



別紙様式2

介護職員処遇改善計画書（平成 年度申請用）

事業所等情報 介護保険事業所番号

事業者・開設者
フリガナ

名　　称
‘

主たる事務所の

轄ﾝ地

〒　　　　　　　欝：藁

電話番号 FAX番号

事業所等の名称
フリガナ

名　　称

提供する

Tービス

事業所の所在地

〒　　　　　　　語遭

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX番号

※事業所等情報については、複数の事業所ごとに一括して提出する場合は「別紙一覧表による』と記載すること。

（1）賃金改善計画について（本計画に記載された金額については見込みの額であり、申請時以降の運営状況〔利用者数等）、

　人員配置状況（職員数等）その他の事由により変動があり得るものである。）

① 平成　　年度交付金見込額（総額） 円

賃金改善所要見込額（総額）（ア＋イーウ） 円

賃金改善に要する見込額（総額） 円
② ア

イ
ウ

他都道府県の事業所等の介護職員の賃金改善の原資として充当する見込額 円

アのうち他部道府県の事業所等が交付を受けた交付金を原資として改善する見込額 円

※②については法定福利費等の賃金改善に伴う増加分も含むものとする。
ｦ②のイ又はウばついて該当がある場合は、別紙様式2（添付資料2）を添付すること。

賃金改善の方法について

③ 賃金改善を行う給与項目
基本給、［　　　］手当、［　　　］手当、［　　　］手当、賞与（一時金）

ｻの他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

④ 交付金による賃金改善実施期間 平成　　　年　　　月　～　平成　　　年　　　月

※　④については平成21年度は平成21年10月～平成22年4月まで、平成22・23年度は当該年の2月～翌年4月まで、平成24年度については平
@成24年2月～6月までの連続する期間を記入すること。なお、当該期間の月数は交付金の対象月数を越えてならない。

賃金改善を行う方法（一人当たりの平均賃金改善月額等についても可能な限り具体的に記載すること。なお、当該改善額は見込みかつ

全体の平均で、法定福利費等の増加額も含み、税引き前であるため、実際の憎々人の手取り額とは必ずしも一致しない。）

⑤

（任意記載事項）平成20年10月～平成21年3月までの状況について記載されたい。
　　介護職員賃金総額⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　　　（月額平均）

　　一人当たり介護職員⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　　賃金額（月額平均）

（2）賃金改善以外の処遇改善について

平成21年4月以降に実施した（又は実施予定の）事項について必ず1つ以上に○をつけること。

賃金体系等の人事制度の整備　・非正規職員から正規職員への転換・短時間正規職員制度の導入
処遇全般 昇給又は昇格等の要件の明確化　・休暇制度、労働時間等の改善・職員の増員による業務負担の軽減

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
曹

人材育成環境の整備　・資格取得、能力向上のための措置
教育・研修 能力向上が認められた職員への処遇、配置の反映

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
『

出産、子育て支援の強化・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化
職場環境 事故、トラブルヘの対応マニュアル等の作成　・介護補助器具等の購入、整備等

健康診断、腰痛対策、こころの健康等の健康管理面の強化・職員休憩室、喫煙スペース等の整備
労働安全衛生対策の充実　・業務省力化対策

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
－　　　－　　　－　　　』　　　－　　　昌　　　一　　　一　　　　一　　　－　　　『　　　暑

ｻの他
一　層　一　・　，　－　一　一　－　一　一　一　－　署　『　一　－　－　－　層　－　一　－　一　』　甲　－　一　｝　甲　－　－　－　一　畠　申　層　r　r　層　－　－　－　暑　r　，　－　－　干　曹　一　署　－　－　一　－　一　一　亜　一　一　昌　⊥　一　¶　＿　，　一　⊥　一　一　‘　＿　一　，　＿　・　←　甲　r　層　層　，　層　r　甲　一　r　層　¶　F　層　－　r　甲　層　－　暑　甲　曙　－　曙　層　一　ロ　　一　－　＿　＿　一

上記については、雇用するすべての介護職員に対し周知をしたうえで、提出していることを証明いたします。’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日　　（法人名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表者名）　　　　　　　　　　　印



別紙様式2（添付書類1）

介護職員処遇改善計画書（都道府県内事業所等一覧表）

法　人　名

介護保険事業所番号 事業所の名称 サービス名
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別紙様式2（添付書類2）

介護職員処遇改善計画書（都道府県状況一覧表）

法　人　名

都道府県 他都道府県事業所の介護職員の賃金改善の原資として充当する

ｩ込額（別紙様式2の〔1）②イに相当する額を記載すること。）

他部道府県の事業所等が交付を受け之交付金を原資として改善

ｷる見込額（別紙様式2の（1）②ウに相当する額を記載すること。）

北海道 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 円

青森県 円 円

岩手県 円 円

宮城県
円 円

秋田県 円 円

山形県
円 円

福島県
円 円

茨城県
円 円

栃木県
円 円

群馬県
円 円

埼玉県
円 円

千葉県
円 円

東京都’ 円 円

神奈川県 円 円

新潟県 円 円

富山県
円 円

石川県
円 円

福井県
円 円

山梨県 円 円

長野県
円 円

岐阜県 円 円

静岡県
円 円

愛知県
円 円

三重県
円 円

滋賀県
円 ．円

京都府
円 円

大阪府
円 円

兵庫県
円 円

奈良県
円 円

和歌山県 円 円

鳥取県
円 円

島根県
円 円

岡山県 円 円

広島県 円 円

山口県
円 円

徳島県
円 円

香川県 円 円

愛媛県 円 円

高知県
円 円

福岡県 円 円

佐賀県 円 円

長崎県 円 円

熊本県
円 円

大分県 円 円

宮崎県
円 円

鹿児島県 円 円

沖縄県
円 円

全国計
円 円



別紙様式3

平成●年●月●日

都道府県知事　●●　●●　殿

（法人名）

（代表者） 印

平成●●年度介護職員処遇改善交付金対象事業者承認申請書

　　（兼介護職員処遇改善交付金の支給決定の申請書）

　介護サービス事業所「　●●●●●　」（介護保険事業所番号）（サービス名）に係

る介護職員処遇改善交付金の対象事業者としての承認（兼介護職員処遇改善交付金の

支給決定）がなされるよう、別添のとおり、介護職員処遇改善計画書その他必要な書

類を添えて申請する。

（添付書類）

・介護職員処遇改善計画書（別紙様式2）

・その他必要な書類（就業規則、給与規程、労働保険保険関係成立届等の納入証明書等）

※　なお、介護職員処遇改善交付金事業実施要領の趣旨を理解し、以下の留意事項に

ついて、同意することを念のため申し添えます。

（留意事項）

・本交付金は、毎月、介護報酬請求をもって、介護報酬総額が確定した段階で交付さ

れるが、事業年度終了後、あらかじめ定められた賃金改善実施期間内に実際に賃金

改善を行った額と交付額を比較し、交付額が上回った場合には、その余剰金を返還

することとなる。

・交付金の算定根拠となる毎月の介護報酬総額は、交付金対象事業者が国民健康保険

団体連合会へ送付した請求情報に基づくものである。

・都道府県が国民健康保険団体連合会等へ交付金の支払いを委託している場合には、

委託先から交付金が支払われるものである。



別紙様式4
平成●年●月●日

都道府県知事　●●　●●　殿

（法人名）

（代表者） 印

平成●●年度介護職員処遇改善交付金対象事業者承認申請書

　　（兼介護職員処遇改善交付金の支給決定の申請書）

　別表の介護サービス事業所に係る介護職員処遇改善交付金の対象事業者としての承

認（兼介護職員処遇改善交付金の支給決定）がなされるよう、別添のとおり、介護職

員処遇改善計画書その他必要な書類を添えて申請する。

（添付書類）

・介護職員処遇改善計画書（別紙様式2）

・その他必要な書類（就業規則、給与規程、労働保険保険関係成立届等の納入証明書等）

※　なお、介護職員処遇改善交付金事業実施要領の趣旨を理解し、以下の留意事項に

ついて、同意することを念のため申し添えます。

（留意事項）

・本交付金は、毎月、介護報酬請求をもって、介護報酬総額が確定した段階で概算交

付されるが、事業年度終了後、あらかじめ定められた賃金改善実施期間内に実際に

賃金改善を行った額と交付額を比較し、交付額が上回った場合には、その余剰金を

返還することとなる。

・交付金の算定根拠となる毎月の介護報酬総額は、一交付金対象事業者が国民健康保険

団体連合会へ送付した請求情報に基づくものである。

・複数の事業所単位又は事業者単位で承認申請を行った場合、複数の事業所単位又は

事業者単位での交付額となる。

・都道府県が国民健康保険団体連合会等へ交付金の支払いを委託している場合には、

．委託先から交付金が支払われるものである。



別紙様式5

都道府県知事

介護職員処遇改善実績報告書（平成

殿

年度）

① 平成　　年度分交付金受給総額

② 交付金による賃金改善実施期間 平成　　　年　　　月　～　平成　　　年　　　月

③ 介護職員常勤換算数（②の期間の総数）

④ 介護職員に支給した賃金額（②の期間の総数） 円

⑤ 介護職員一人当たり賃金月額（④÷③） 円

甲　一　一　‘　一　一　一　－　－　－　一　昌　　一　－　－　－　－　‘　層　一　甲　，　一　畠　一　－　－　一　一　－　畠　一　昌　一　－　－　一　一　，　－　『　層　一　督　－　一　－　一　一　－　－　一　一　・　・　一　一　一　－　－　－　一　－　曙　－　一　－　－　『　－　－

②の期間において実施した賃金改善の概要

i改善した給与の項目及びその金額等について
�ﾌ的に記載すること〉⑥

＿　　一　　r　　¶　　＿　　，　　，　　＿　　－　　－　　一　　一　　－　　署　　一　　－　　，　　一　　一　　一　　一　　r　　－　　－　　一　　一　　－　　昌　　一　　一　　一　　一　　昌　　－　　昌　　－　　署　　署　　－　　昌　　－　　－　　－　　層　　一　　－　　甲　　一　　一　　『　　・　　弗　　畠　　一　　一　　亜　　一　　一　　一　　－　　－　　一　　－　　『　　一　　一　　－　　－　　，　　－　　升

黶@－　暑－一　署＿，♂暑　＿＿畠－一一　－　－署　－　－一－＿甲一　中略　，甲　，一　r　昌＿一一　一－　－一一－一昌昌－　－－　－昌－　－噛曹〒一一　‘　F　一　一一　一　‘一　－　一　’一↓

⑦ ⑥に要した費用の総額（法定福利費等を含む）

⑧ 他都道府県の事業所等の介護職員の賃金改善

ﾌ原資として充当した額

⑨
⑦のうち、他都道府県の事業所等が交付
��ｯた交付金を原資として改善した額

⑩ 賃金改善所要額（⑦＋⑧一⑨）

⑪ 交付金余剰額（返還額）（①一⑩）

⑫ 介護職員一人当たり賃金改善月額（⑦÷③）

※　①については、別紙様式5（添付書類1）により内訳を添付すること。
※　⑦については、積算の根拠となる資料を添付すること。（任意の様式で可。）

※　⑧又は⑨について該当がある場合は、別紙様式5（添付資料2）を添付すること。

上記について相違ないことを証明いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日 （法人名）

（代表者名） 印



別紙様式5（添付書類1）

　　　　　　　　　介護職員処遇改善実績報告書（都道府県内事業所等一覧表）

法　人　名

介護保険事業所番号 事業所の名称 サービス名 交付金受給額

：　：　：　：　l　l　l　：　：
F　：　：　：　：　：　：　：　：

円

：　：　：　：　：　：　1一　：　：

F　：　：　：　：　：　：　：　1
円

i　l　l　i　l　i　：　i　i
戟@：　：　：　：　1　：　：　：

黶F　：　：　：　：　：　：　：　：

円

：　：　：　：　：　1　：　1　：
F　：　：　：　：　1　：　l　lI　　　　・　　　　‘　　　　1　　　　1　　　　「　　　1　　　　1　　　‘ 円

：　1　：　：　：　：　：　：　：

F　1　：　：　：　：　：　：　：
円

：　：　l　l　：　：　：　：　1
F　：　：　：　：　：　：　：　：

円

1　：　：　：　：　：　：　：　：

F　：　：　：　：　：　：　：　：
円

：　：　：　：　：　：　：　：　：

F　：　：　：　：　：　：　：　：
円

：　：　：一l　l　：　：　：　：
F　：　：　：　：　：　1　：　：

円

：　：　：　：　：　：　：　：　：

F　：　：　1　：　：・：　：　：
円

：　i　l　i　l　l－i　l　l
戟@：　：　：　：　：　：　：　1
F　：　：　：　：　：　：　：　：

円

：　：　：　：　：　：　：　：　：
F　：　：　：　：　：　：　：　：1　　　■　　　I　　　I　　　I　　　r　　　I　　　I　　　I 円

1　：　：　：　：　：　：　：　：

F　：　：　：　：　：　：　：　：
円

：　：　：　：　：　：　：　：　：

F　：　：　：　：　：　：　：　1
円

：　l　l　：　l　l　l．：　：
F　：　：　：　：　1　：　：　：

円

：　：　：　：　：　：　：　：　：

F：：．：：：：：：
円

：　：　：　：　：　：　：　：　：

F　：　1　：　：　：　：　：　：
円

l　l　：　1　：　：　1　：　1
F　：　：一：　：　l　l　：　：

円

l　i　l　i　i　l　l　l
F　：　1　：　：『：　：　1　：
F　l　l　：　：　1　：　：　：

円

：　1　：　1　：　：　：　1　：
F　1　：　1　：　：　：　：　：し　　　1　　　■　　　I　　　I　　　I　　　I　　　l　　　一 円

：　：　：　：　l　l　：　：　1
F　：　1　：　：　：　：　：　：

円

：　：　：　1　：　：　：　：　：

戟@l　：　：　：　：　：　：　1
円

：　：　1　：　：　：一：　：　：

F　：一1　：　：　：　1　：　：
円

：　1　：　：　：　1　：　：　：
F　：’：　：　：　：　：　：　：

円

：　：　：　1　：　：　：　：　：

P　：　：　：　：　1　：　1：
円

：　：　：・：　：　：・：　：：

F　：　：　：　：　：　：　：：
円

l　l　l　l　l　i　l
F　：　1　：　：　：　1　：　1
F　：　1　：　：　：　：　1　：

円

：　：　1　：　1　：　：　：　l
戟@：　：　：　：　：　：　：　：r　　　l　　　曜　　　I　　　I　　　・　　　1　　　．　　　「 円

：　：　：　：　：　：一：　：　：

F　：　：　：　：　：　：　1　：
円

数ジ「ぺ 数ジ一ぺ総

／



別紙様式5（添付書類2）

介護職員処遇改善実績報告書（都道府県状況一覧表）

人名法

都道府県 他都道府県の事業所等の介護職員の賃金改善の原資として充当

ｵた額　（別紙様式5の⑧に相当する額を記載すること）

他部道府県の事業所等が交付を受けた交付金を原資として改善

ｵた額　（別紙様式5の⑨に相当する額を記載すること）

北海道 円 円

青森県 円 円

岩手県 円 円

宮城県 円 円

秋田県 円 円

山形県 円 円

福島県 円 円

茨城県 円 円

栃木県 円 円

群馬県 円 円

埼玉県 円 円

千葉県 円 円

東京都 円 円

神奈川県 円 円

新潟県・ 円 円

富山県 円 円

石川県 円 円

福井県 円 円

山梨県 円 円：

長野県 円 円

岐阜県 円 円

静岡県 円 円

愛知県 円 円

三重県 円 円

滋賀県 円 円

京都府 円 円

大阪府 円 円

兵庫県 円 円

奈良県 円 円

和歌山県 円 円

鳥取県 円 円

島根県 円 円

岡山県 ．　　　　　　　　　　　　　　　　円 円

広島県 円 円

山口県
一円 円

徳島県 円 円

香川県 円 円

愛媛県 円 円

高知県． 円 円

福岡県 円 ．円

佐賀県 円 円

長崎県 円 円

熊本県 円 円

大分県
円一 円

宮崎県 円 円

鹿児島県 円 円

沖縄県 円 円

全国計 円 円

本様式の作成にあたっては、積算の根拠となる書類を添付すること。※



別記2

施設開設準備経費助成特別対策事業及び定期借地権利用による

整備促進特別対策事業

一1　特別対策事業

　　特別対策事業とは、都道府県に設置された基金を財源の全部又は一部として実施され

　る次の事業（以下「施設開設準備等特別対策事業」という。）をいう。

（1）施設開設準備経費助成特別対策事業（基本事業）

　　施設開設準備経費助成特別対策事業は、開設時から安定した、・質の高いサービスを提

　供するための体制整備を支援するため、特別養護老人ホーム等を設置する民間事業者に対し、

　当該施設等の開設準備に必要となる職員訓練期間中の雇上げや地域に対する施設説明会等の

　開催に要する経費等について都道府県が補助する事業及び都道府県から交付された補

　助金を財源の全部又は一部として市町村が補助する事業、並びに都道府県が設置する

　施設等の開設準備に要する経費に基金を財源の全部又は一部として充てる事業及び市

　町村が設置した特別養護老人ホーム等の施設等の開設準備に要する経費に都道府県が

　補助する事業をいう。

（2）定期借地権利用による整備促進特別対策事業（基本事業）

　　定期借地権利用による整備促進特別対策事業とは、施設等用地の確保を容易にし、特

　別養護老人ホーム等の整備促進を函るため、用地確保のための定期借地権設定に際して土地

　所有者に支払われた二時金（賃料の前払いとして授受されたものに限る．）について、都道

　府県が補助する事業及び都道府県から交付された補助金を財源の全部又は一部として

　市町村が民間事業者に補助する事業をいう，

（3）（1．）及び（2）に係るその他事業

　　都道府県が、基本事業を円滑に施行するための説明会の開催等を実施することにより、基

　本事業を推進するための事業をいう占

2　施設開設準備等特別対策事業の実施

（1）施設開設準備等特別対策事業の実施主体

　　施設開設準備等特別対策事業の実施主体は、都道府県及び市町村とする。

（2）施設開設準備等特別対策事業の対象除外

　　次に掲げる場合は、対象としない。

　ア　施設開設準備経費助成特別対策事業



（ア）平成20年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業である場合

（イ）地方公務員法（昭和25年法律第261号）に定める地方公務員の給与に充て

　　る場合

イ　定期借地権利用による整備促進特別対策事業

（ア）保証金として授受される一時金である場合

（イ）定期借地権の設定期間が50年未満の契約に基ブき授受される一時金である場

　　合

（ウ）定期借地権契約の当事者が利益相反関係と見なされる場合

ウ　他の国庫負担（補助）制度により現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助

　　している事業である場合

（2）市町村が行う施設開設準備等特別対策事業に係る補助金の交付申請等

　ア　市町村は、施設開設準備等特別対策事業を実施しようとす．る場合ば、都道府県知事

　　が定める様式により、施設開設準備等特別対策事業に係る補助金の交付申請を都道府

　　県知事に提出しなければならない。

　イ　都道府県は、’市町村から施設開設準備等特別対策事業に係る補助金の交付申請を受

　　ほた場合には、当該申請内容がこの運営要領に定める事項と照らして適正であるか審

　　査を行い、適並と認められた場合に限り、当該市町村に対し補助金の交付を行う毛の

　　とする。

　ウ　都道府県は、イの交付決定に基づき基金を取り崩し、これを一般会計に繰り入れた

　　上で、市町村に対し補助金を交付するものとする。．

（3）施誰開設準備等特別対策事業の中止

　ア　都道府県は、施設開設準備等特別対策事業を中止し、又は廃止する場合には、厚

　　生労働大臣に報告し、その指示を受けなければならない。

　イ　市町村は、施設開設準備等特別対策事業を中止し、又は廃止する場合には、都道

　　府県知事に報告し、その指示を受けなければならない。

（4）事業実施状況報告

　　都道府県は、毎年度、施設開設準備等特別対策事業に係る決算終了後速やかに、厘

　覇により事業実輝状況報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

　　また、市町村は、都道府県知事が定める様式により、施設開設準備等特別対策事業

　の事業実施状班報告を都道府県知事に提出しなければならない。

3　施設開設準備等特別対策事業を実施する場合の条件

（1）施設開設準備等特別対策事業の実施に当たっては、この運営要領に定める内容により



　行わなければならない。

（2）都道府県は、施設開設準備等特別対策事業に係る予算及び決算との関係を明らかに

　した調書を作成するとともに、施設開設準備等特別対策事業に係る歳入及び歳出につ

　いて証拠書類を整理し、かっ調書及び証拠書類を施設開設準備等特別対策事業の完了

　の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

（3）都道府県が、施設開設準備等特別対策事業を実施（以下「都道府県実施事業」とい

　う。）する場合には、都道府県に対し次の条件が付されるものとする。

　ア　補助対象事業（1に規定する事業）　に使用しなければならない。

　イ　事業の内容及び事業間の経費の配分を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、

　　厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

　ウ　都道府県実施事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械

　　及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省

　　令第15号）で定めている耐用年数を経過するまで厚生労働大臣の承認を受けない

　　で、ごの特別対策事業の目的に反して使用、し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に

　　供し、又は廃棄してはならない。

　工　厚生労働大臣あ承認を受けて財産を処分することにより収入炉あった場合には、

　　　その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

　オ　都道府県実施事業により取得し、又は効用の増加した財産については、都道府県

　　実施事業の完了後においても善良な管理者の注意’をもって管理するとともに、その

　　　効率的な運用を図らなければならない。

　　力　都道府県がアからオにより付した条件に違反した場合には、都道府県が支出した

　　　金額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。’

（4）都道府県が、民間事業者が実施する事業（以下r都道府県補助対象事業」という。）

　　に対してこの基金を財源の全部又は一部として補助金を交付する場合には、都道府県

　　補助対象事業を実施する者（以下r都道府県補助対象事業者」という。）に対し次の条件

　　を付さなければならない。

　　ア　都道府県補助対象事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、都道府

　　　　県知事の承認を受けなければならない。ただし、施設開設準備経費助成特別対策事

　　　　業と定期借地権利用による整備促進特別対策事業との間の経費の配分の変更は承認

　　　　しないものとする。

　　イ　都道府県補助対象事業を中止し、又は廃止（一部の中止、又は廃止を含む。）す

　　　る場合には、都道府県知事の承認を受けなければならない。

　　ウ　都道府県補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難と

　　　なった場合には、速やかに都道府県知事に報告してその指示を受けなければならな



　い。

工　都道府県補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の

　機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大

　蔵省令第15号）で定めている耐用年数を経過するまで都道府県知事の承認を受け

　ないで、この都道府県補助対象事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し

　付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

オ　都道府県知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、

　その収入の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。

力　都道府県補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、都道

　府県補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意を．もって管理するととも

　に、その効率的な運用を図ら．なければならない。

キ　都道府県補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に

　係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、都道府県知事が

　定める様式により速やかに都道府県知事に報告しなければならない。

　　なお、都道府県補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一

　支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず本部（又は

　本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売

　上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

　　また、都道府県知事に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を

　都道府県に納付させることがある。

ク　都道府県補助対象事業者は、都道府県補助対象事業に係る収入及び支出を明らかに・

　した帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び

　証拠書類を都道府県補助対象事業の完了の日（都道府県補助対象事業の中止又は廃止

　の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後5年間保管し

　ておかなければならない占

ヶ　都道府県補助対象事業者が都道府県補助対象事業を行うために締結する契約の相

　手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同

　募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

コ　都道府県補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付

　するなど都道府県が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

サ　都道府県補助対象事業者は、定期借地権契約が借地権の存続期間の満了前かつ賃

．料の前払いとしての一時金充当期間の終了前に解約された場合に土地所有者が一時

　金のうちの未充当期間相当額を借地権者である都道府県補助対象事業者に返還する

　旨、定期借地権契約書に定めなければならない。

　　なお、土地所有者より返還があった場合には、都道府県知事へ報告しなければな



　らない。

　　また、都道府県知事に報告があった場合は、返還額の全部又は一部を都道府県に

　納付させることがある。

シ　都道府県補助対象事業者がアからサにより付した条件に違反した場合には・この補

　助金の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。

（5）都道府県が、市町村が実施する施設開設準備経費助成特別対策事業（以下r市町村実

　施事業」という。）に対して、この基金を財源の全部若しくは一部として補助金を交付

　する場合には、市町村に対し次の条件を付さなければならない。

　ア　市町村実施事業の内容の変更（軽微な変更を除く占）をする場合には、都道府県知事

　　の承認を受けなければならない。

　イ　市町村実施事業を中止し、又は廃止する場合には、都道府県知事の承認を受けなけ

　　ればならない。

　ウ　市町村実施事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった

　　場合には、速やかに都道府県知事に報告してその指示を受けなければならない。

　工　市町村実施事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び

　　器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令．（昭和40年大蔵省令第1

　　　5号）で定めている耐用年数を経過するまで、都道府県知事の承認を受けないで、こ

　　の市町村実施事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、

　　又は廃棄してはならない。

　オ　都道府県知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、そ

　　の収入の全部又は一部を都道府県1こ納付させることがある。

　力　市町村実施事業により取得し、又は効用の増加した財産については、市町村実施事

　　業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な

　　運．用を図らなければならない。

　キ　市町村実施事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するととも

　　　に、市町村実施事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証

　　拠書類を市町村実施事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、そ

　　　の承認を受げた日）の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

　　グ　市町村がアからキにより付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一

　　　部を都道府県に納付させることがある。

（6）都道府県が、市町村が民間事業者の実施する事業（以下「市町村補助対象事業」と

　いう。）に対して補助する事業（以下r市町村補助事業」という。）に、この基金を財

　源の全部若しくは一部として補助金を交付する場合には、市町村に対し次の条件を付

　さなければならない。



ア　市町村補助事業を中止し、又は廃止する場合には、都道府県知事の承認を受けな

　ければならない。

イ　市町村補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった

　場合には、速やかに都道府県知事に報告してその指示を受けなければならない。

ウ　市町村補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとと

　もに、市町村補助事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及

　び証拠書類を市町村補助事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合

　には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後5年間保管しておかなければな

　らない。．

工　市町村が、市町村補助対象事業に対して都道府県からの補助金を財源の全部若し

　くは一部として補助金を交付する場合には、市町村は市町村補助対象事業を実施する

　者（以下r市町村補助対象事業者」という。）に対し次の条件を付さなければならない。

（ア）市町村補助対象事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、市町

　　村長の承認を受けなければならない。ただし、施設開設準備経費助成特別対策事

　　業と定期借地権利用による整備促進特別対策事業との間の経費の配分の変更は承

　　認しないものとする。

（イ）市町村補助対象事業を中止し、又は廃止（一部の中止、又は廃止を含む。）する場

　　合には、市町村長の承認を受けなければならない。

（ウ）市町村補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は市町村補助対象事業

　　の遂行が困難となった場合には、速やかに市町村長に報告してその指示を受けな

　　ければならない。

　（エ）市町村補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並び

　　に市町村補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及

　　び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令

　　第15号）で定めている耐用年数を経過するまで、市町村長の承認を受けないで、

　　こめ補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し・

　　又は廃棄してはならない。
　　　　　　　　　　　　　　●
　（オ）市町村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その

　　収入の全部又は一部を市町村に納付させることがある。

　（カ）市町村補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、市町村

　　補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意を毛って管理するとともに、

　　その効率的な運用を図らなければならない。

　（キ）市町村補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係

　　る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市町村長

　　に報告しなければならない。



　　なお、市町村補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支

　社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は

　本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売

　上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

　　また、市町村長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市町

　村に納付させることがある。

（ク）市町村補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及

　び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を市町村補助対象

　事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた

　　日）の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

（ケ）市町村補助対象事業を行うために締結する契約φ相手方及びその関係者から、寄

　付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定

　寄付金を除く。

（コ）市町村補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付す

　　るなど市町村が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

（サ）市町村補助対象事業者は、定期借地権契約が借地権の存続期間の満了前かつ賃

　　料の前払いと．しての一時金充当期間の終了前に解約された場合に土地所有者が一

　　時金のうちの未充当期間相当額を借地権者である市町村補助対象事業者に返還す

　　る旨、定期借地権契約書に定めなければばらない．

　　　なお、土地所有者より返還があった場合には、市町村長へ報告しなければなら

　　ない。

　　　また、市町村長に報告があった場合は、返還額の全部又は一部を市町村に納付

　　させることがある。

『（シ）’市町村補助対象事業者が（ア）から（サ）により付レた条件に違反した場合に

　　は、この補助金の全部又は一部を市町村に納付させることがある。

オ　エより付した条件に基づき、．市町村長が承認又は指示する場合には、あらかじめ

　都道府県知事の承認又1ま指示を受けなければならない。

カ　エの（オ）、（キ）及び（サ）の条件により、市町村補助対象事業者から財産処分

　による収入、定期借地権契約の解約による収入又は補助金に係る消費税及び地方消

　費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全

　部又は一部を都道府県に納付させることがある。

キ　市町村補助対象事業者がエにより付した条件に違反し、エの（キ）により市町村

　へ納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を都道府県に納付させること

　がある。



（7）（4）の才、キ、サ及びシにより付した条件に基づき都道府県補助対象事業者から

　納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

（8）（5）のオ及びクにより付した条件に基づき市町村から納付があった場合には、そ

　の納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

（9）（6）の力及びキにより付した条件に基づき市町村から納付があうた場合には、そ

　の納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

（10）施設開設準備等特別対策事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けて

　はならない。

4　交付額の算定方法

　次により算出するものとする。

　　ただし、交付額に1，000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるもの

　とする。

（1）施設開設準備経費助成特別対策事業（基本事業）

　　　別添1の第1欄に定める施設等ごとに、第2欄に定める交付基礎単価に第3欄に定

　　める単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少な

　　い方の額を交付額とする。

（2）定期借地権利用による整備促進特別対策事業（基本事業）

　　　別添2の第1欄に定める施設等ごとに、第2欄に定める交付基準により算定した額

　　と第4欄に定める対象経費め実支出額とを比較して少ない方の額に、第4欄に定める

　　補助率を乗じて得た額を交付額とする。

（3）（・1）及び（2プに係るその他事業

　　　基本事業を円滑に実施するために必要な賃金、職員手当等、共済費、報償費、旅費、

　　需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費に係る合計額とする。

5　その他

（1）都道府県は、市町村が行う特別対策事業に係る補助金の交付申請及び交付決定の事

　　務に係る手続き等の交付要綱を定め、実施するものとする。

（2）都道府県は管内市町村、関係団体、社会福祉法人等に当該基金事業及び特別対策事

　　業の趣旨について十分な説明を行うとともに、市町村との連携を十分に行い、事務処

　　理に遺漏のないよう取り扱われたい。



別添1

施設開設準備経費助成特別対策事業に係る交付基礎単価

1区分 2交付基礎単価 3一 P位 4　対象経費

1 都道府県実施事業及び市町村 600千円 定員数 特別養護老人ホーム等の円滑

実施事業 ※　小規模多機能 な開所に必要な需用費、使用料

型居宅介護事 及び賃借料、備品購入費（備品

（1）広域型施設 業所にあって 設置に伴う工事請負費を含。

・定員30人以上の次の施設 は、宿泊定員数 む。）、報酬、給料、職員手当

特別養護老人ホーム とする。 等、共済費、賃金、旅費、役務

老人保健施設 費、委託料

ケアハウス（特定施設入居者生

活介護の指定を受けるもの）

・養護老人ホーム

＿　　＿　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　蒔　一　　一　　昌　　－　　一　　一　　一　　響　　一　　昌　　一　　昌　　一　　－　昌　　一

（2）小規模福祉施設等

・定員29人以下の次の施設

小規模特別養護老人ホーム

小規模老人保健施設

小規模ケアハウス（特定施設入

居者生活介護の指定を受けるも

の）

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

2 都道府県補助対象事業

1の（1）の施設

3 市町村補助対象事業

1の（2）の施設等



別添2

定期借地権利用による整備促進特別対策事業に係る交付基準

1　区分 2　交付基準 3　対象経費 4補助率

1 都道府県補助対象事業 当該施設等を整備する 定期借地権設定に際して授受され

用地に係る国税局長が る一時金であって・借地代の前払い 1／2
・特別養護老人ホーム 定める路線価の2分の の性格を有するもの（当該一時金の

・老人保健施設 1 授受により、定期借地権設定期間中

・ケアハウス（特定施設入居者生活 の全期間又は一部の期間の地代の引

介護の指定を受けるもの） 下げが行われていると認められるも

・養護老人ホーム の）。

2 市町村補助対象事業

・小規模特別養護老人ホーム

・小規模老人保健施設

・小規模ケアハウス（特定施設入居

者省活介護の指定を受けるもの）

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所



○　賃金改善の方法等について

（問1）厚生労働省の説明資料や報道等において、r15，000円」という

　　金額が出てきているが、15，000円を上回る賃金改善計画を策定

　　しなければ本交付金による助成を受けられないのか。

　　　また、実際の賃金改善額が、賃金改善計画における改善見込額を下

　　回った場合についてはどのような取り扱いとなるのか。

（答）

　15，000円については、あくまでも交付率を決定するために用いた指．

標であり、事業の規模や職員体制によっては、すべての事業者に介護職員一

人当たり月額15，000円の助成が行われるわけではない。

　また、例えば次のような場合においては、結果として実際の賃金改善額が

賃金改善計画における改善見込額を下回ることも想定されることから、交付

金の受給総額から当該賃金改善仁かカ、つた費用の差額費年度ごとに都道府

県に返還することで足りるものとする。なお、実績報告時において、当該理

由を都道府県に報告することは必ずしも必要としていない。

・・@組織における職員構成、介護給付収入の変動等により、計画の実行が困

　難となった場合。

・’ 柾奄ﾌ見込み通りに介護職員の増加を図れなかった場合。

・　当初計画を下回る改善について労使の合意が得られた場合。

・　その他適当と認められる事由

（問2）交付金の交付見込額（月額）を上回る賃金改善計画を策定すること

　　とされているが、どの程度の水準を上回れぱよいのか。

（答）

　　r上回る」について具体的な数値要件を定めることはないので、適切な設

定をされたい。

　なお、1年目については、選択的な処遇改善要件として、平成21年度介

護報酬改定を踏まえた賃金改善以外の処遇改善事項（例：正規職員への転換、

勤務シフトの改善、教育・研修の充実、子育て支援や腰痛対策の実施等）を

チェックすることを要件とし、平成22年度以降は、平成21年度介護報酬改

定を踏まえた処遇改善について定量的な要件を課すこと（例：勤務シフトの

改善や教育・研修の充実を一定額分以上行うこと）のほか、キャリア・パス

に関する要件を追加することとしており、これを満たさない場合は減額する

ことを予定している。　　　‘
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（問3）介護職員の賃金改善見込額について、どのように計算をすればよい

　　のか。

（答）

　申請書作成段階における介護職員の賃金水準や、事業の規模等を勘案し、

各事業者において見込む賃金改善の金額を推計されたい。なお、実際の賃金

改善額については実績報告の段階で確認することとしており、計画の策定時

点において当該見込額の積算内訳を求めることはないが、実現可能性のある

金額を設定するごと。

（問4）介護給付の収入が処遇改善計画時を大きく上回った結果、実際に受

　　給した交付金の額が当初の賃金改善計画作瞬時¢見込み額を上回った

　　ことにより、交付金による当初の賃金改善計画を上回る額の改善が可

　　能となった場合ζ当該上回った額への交付金の充当は可能か。

（答）

　交付傘受給額の範囲内において・介護職員の賃金改善を行う場合・3ξ付金

の充当は可能である。

一（例）交付金見込額（月額）150，000円

　　　交付金受給額（月額）165，000円（見込額＋15，000円）．
　　⇒総額165。000円以上の賃金改善を行った場合、交付金の返還の必要はない。

（問5）全職員一律に交付金を分配する必要はあるのか。例えば、全常勤職

　　員の賃金改善額は同額又は同水準でなければならないのか。

（答）

　賃金改善見込額等は処遇改善計画書の作成単位全体の平均で見ることと

しており、全職員同額の賃金引き上げは行う必要はない。

（問6）定期昇給の実施も賃金改善と認められるのか。

（答）

　賃金改善の方法は、ベースアップ、定期昇給、手当、賞与、一時金等があ

るが、賃金が改善するのであれば問わない。

（問7・）賃金改善額に含まれる法定福利費等の範囲について。

（答）

　賃金改善額には次の額を含むものとする。

　・法定福利費（健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出

　　金、雇用保険料、労災保険料等）における、本交付金による賃金上昇分
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　　に応じた事業主負担増加分

　・法人事業税における本交付金による賃金上昇分に応じた外形標準課税の

　　付加価値額増加分

　また、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によ

ることができる。

　なお、任意加入とされている制度に係る増加分（例えば、退職手当共済制

度等における掛金等）は含まないものとする。

（問8）賃金改善額には、交付金申請日以前の賃金改善額を含むのか。

（答）

　賃金改善額については・原則・平成20年度下半期（10～3月）における介

護職員の賃金水準との比較によることとしており、結果的に、申請日以前の

改善分であっても、平成21年介護報酬改定を踏まえて実施した賃金改善額

　（例えば、平成21年4月に実施したベースアップ等）のうち、賃金改善実

施期間（問9参照）における支給分については、・賃金改善額に含むこととな

るが、賃金改善実施期間より前の支給分は賃金改善額に含めることはできな

’い。

（問9）・賃金改善実施期間の設定について。

（答）

　賃金改善実施期間については、次の条件を満たす期間の中で、’事業者が任

意に選択することどされている。

　①月数は交付金支給月数と同じでなければならならない。

　②当該年度の概算交付の根拠となるサービス提供の期間の初月から、交

　　付金支給終了月の翌月までの連続する期間でなければならない。

　③　各年度において重複してはならない。

（例）平成21年度における賃金改善実施期間については下図のようになる。

H21、1q H21．11 H21．12 H22．1 H22．2 H22．3 H22、4

サービス提供月
、　、

ζ　、　、

、　、　、　　、 、　、

交付金支給月

賃金改善実施期間

氓ﾌ4パターンのうち、
@一つを選択する。
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　なお、選択した賃金改善実施期間において、必ずしも毎月賃金改善分の支

給を行う必要はない。例えば上記の例において平成21年10月から平成22年

1月までの期間を賃金改善期間として選択した場合、賃金改善方法については、

毎月の基本給等に交付金を充当することだけでなく、平成22年1月に賞与等

で一括支給することも可能である。

（問10）対象事業者の責務として、「交付金による賃金改善を行う給与の項目

　　以外の給与の水準を低下させてはならない。」とあるが、業績悪化等に

　　より賃金を引き下げざるを得ない場合はどうするのか。

（答）

　もともと業績等に応じ七変動することとされている給与（賞与等）につい

ては、業績悪化等により引き下げ等を行うことを妨げてはいない。

　ただし、業績悪化等で、業績等に応じて変動することが想定されない給与

を引き下げた場合等については、実施要領の・11に定めるところによる。

（問11）職員への周知はどのように行うのか。

（答）．

　職員への周知については、介護職員処遇改善計画書を用いることとする。

　当該計画書には、交付金見込額と賃金改善見込額及び賃金改善の方法等に

ついて、事業所の職員に周知するとともに、できるだけ介護職員1人当たり

の賃金改善見込み額を盛り込むこととしている。

　具体的な周知の方法については、例えば、当該計画書を全事業所に掲示す

ることや全従業者に通知すること等が考えられるが、各法人において適切な

方法を選択されたい。また当該計画書に加え、必要な資料を併せて周知する

ことも可能である。

　なお、交付金事業の経済危機対策としての趣旨にか布がみ・この交付金に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴついて速やかに職員に周知するとともに、処遇改善計画の内容や賃金改善の

見込み額についても周知されたい。

○　対象者等について

（問12）介護職員の定義如何。介護職員以外の職種は対象とならないのか。

（答）

　指定基準上の訪問介護員等、介護職員、指定（介護予防）小規模多機能型

居宅介護従業者（看護師、准看護師として配置されている者を除く。）又は

　（介護予防）指定認知症対応型共同生活介護の介護従業者として勤務した者
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が対象であり、他の職種のみに従事している者は対象とならない。

　介護職員以外の職種の処遇改善については、介護報酬改定等を活用し対応

されたい。

（商13）病院と併設している介護療養病床の介護職員の取り扱い如何。

（答）

　資格や専任・兼任の別、勤務日数等にかかわらず、交付金の対象期間中に、

介護療養病床の介護職員として勤務すれば、交付金の対象とすることができ

る。

（問14）介護職員が足りず・看護職章の余剰分を・人員基準の介護職員とし

　　ている場合でも交付金の対象となるのか。

（答）

　人員配置基準を満たした上で、看護職員が、介護業務に従事している場合

は、交付金の対象となる。

（問15）介護職員が派遣労働者の場合でも交付金の対象となるのか。

（答）

　介護職員であれば派遣労働者であっても本交付金の対象とすることは可

能であり、派遣元と相談の上、交付金を派遣料金の値上げ分等に充てること

は可能である。この場合においては、計画書・実績報告書は、派遣労働者を

含めて作成することとする。

（問16）外部サービス利用型特定施設における委託サービスの介護職員の取

　　り扱い如何。

（答）

　外部サービス利用型の施設の交付金仁ついては、委託費の上乗せに充てて

も良い。その場合は、委託元の計画書・実績報告書において、委託費の上乗

せに充てたことを明示するとともに、委託先の事業所は、委託元から支払わ

れた上乗せ分を含めた計画書・実績報告書を作成すること。

（問17）基準該当サービス事業所は、本交付金の支給対象となり．うるのか。

（答）

　基準該当サービス事業所については、各都道府県の実情に応じて、交付金

の対象とすることができる。

　対象とされた場合には、指定介護サービス事業所と同様に、処遇改善計画
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を作成の上、交付金対象事業所の承認の申請を行う。

なお、基準該当サービス事業所への交付金の支払いは、通常の介護サービ

スの費用の支払いに準じ、国保連等から支払われることとなる。

（問18）新規指定の事業者は、本交付金を受けられないのか。

（答）

　新規指定事業者についても、本交付金の助成対象である。この場合におい

て、処遇改善計画書における賃金改善額については、賃金のうち交付金を充

当する部分を明確にすることとする。方法については、就業規則等に明記す

る、雇用契約書に記載する等が考えられる。

（問19）新規に増員した介護職員の賃金改善額については、どのように取り

　　扱うのか。

（答〉

　当該者の黄金のうち交付金を充当する部分を明確にするごととする。

（問20）雇用する職員の員数や、個別の職員の入れ替わりによ．り、職員構成

　　に変更があった場合の賃金改善額の考え方について。

（答）

　この場合の賃金改善額については、「比較対象である平成20年度下半期中

　（※）に適用されていた賃金算定ルールを当該年度に勤窮している介護職員

に適用した場合の賃金総額」と「当該年度に受給した交付金の総額」の合計

額を、「実際に当該年度に支給した賃金総額」が上回っていればよいという

考え方となる。

　こうした考え方によりξ実際の賃金改善額の計算については、個々の事業

者の実態に応じた適切な方法で行われたい。

　例えば、手当を新設した場合や昇給額が計算できる場合等、賃金改善の方

法によって明確に賃金改善額が区分できる場合は、当該改善額の総額が、交

付金の総額を上回っていればよい。

※　平成20年10月から平成21年3月までを指し、例えば、平成20年12

　月に賃金改善を実施した場合については、平成20年10月又は11’月時点

　の賃金算定ルールを用いることも可能である
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【追加分】

（問21）交付金の対象事業者としての承認は、申請月及びサービス提供月と

　　の関係でいっから発生するのか。

（答）

　承認の効果は申請月まで遡ることができる。即ち、申請月のサービス提供

分から交付金の算定対象とすることが可能である。ただし、支払いの時期が

通常のサービス提供月から翌々月の時期に間に合わない可能性が高いこと

について、事業者に事前に伝える必要がある。

　なお、今年10月サービス提供分については、準備のため、サービス提供

月の前月である9月から受け付けることとしている。

（問22）平成21年11月以降に申請のあった事業者に対して、10月サービス

　　提供分にかかる交付金の支払いを行うことは可能かg

（答）

　層交付金はζ申請月のサービス提供分から対象とすることとしており、申請

月より遡っての支給は認められない。

（問23〉交付金は毎月の支払いが概算払いという性質なのか。また、交付金

　　の額の確定は必要なのか。

（答）

　介護職員処遇改善交付金は、毎月、介護報酬総額に一定の率を乗じた額を

精算払いすることとなる。また、精算払いのため、額の確定は必要ない。実

績報告により、実際に賃金改善に充てられた経費が交付金受給総額を下回っ

たことが判明した場合であっても、額の精算による返還ではなく、交付金の

“支給条件により返還義務が生じているという整理となる。

（問24）介護職員処遇改善交付金を事業者へ支払う際の口座については、介

　　護報酬の支払先と同一の口座になるという理解でよいか。また、複数

　　事業所が事業者単位で一括申請した場合であっても同様か。・

（答）・

　お見込みの通り。

（問25）介護報酬の月遅れ請求に係る交付金についても、自動的に国保連か

　　ら支払われるのか。

（答）
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　お見込みのとおり。ただし、介護報酬の請求月が遅れているため、通常の

支払い時期（サービス提供月の翌々月）から遅れることとなる。

　’‘

（問26）実施要領「2　交付金の仕組みと事業年度」の「二　事業年度」の

　　交付額の根拠となる介護サービス期間について、r原則として」と示さ

　　れているが、例外としては、月遅れ請求が翌年度に区分されるという

　　解釈で良いか。

（答）

　お見込みの通り。したがって、交付額の算定根拠となる介護報酬総額にも

含まれるものである。

（問27）一 �t額の算定根拠となる介護報酬総額について、介護報酬本体の過

　　誤調整や過誤調整によらない返還等が生じた場合の取扱いを教えてほ

　　しい。

（答）

　介護報酬の過誤調整については、毎月の交付金額の算定の中で調整される

ため、交付金の返還又は過誤調整は不要である（ただし、事業年度終了後の

実績報告による返還は生じうる）。，

　一方、過誤調整によらない返還等が生じた場合については、交付金額の算

定による調整が行われないため、交付金の返還又は過誤調整が必要となる・

（問28）交付金に返還額が生じた場合、介護報酬と相殺することは可能か。

（答）

　交付金は当道府県の基金から支出される一方、介護報酬は市町村の介護保．

険特別会計から支出されるものであるため、両者を相殺することはできない。

（問29）実施要領に定める賃金改善実施期間では、事業者が事業年度を越え

　　七賃金改善を実施することも可能となっているが、その考え方を教え

　　ていただきたい。

（答）

　本事業の目的は、賃金改善の取り組みを行う計画を提出している事業者へ

の交付金の支給であることから、あらかじめ卑められた賃金改善宰施期間内

であれば、事業年度を越えた賃金改善への交付金の充当であっても問題は生

じない。
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（問30）都道府県独自の判断で、実施要領に規定された様式及び添付書類以

　　外の書類を、事業者に求めることは認められるか。

（答）

　例えば、実績報告時に添付する賃金改善総額の積算内訳に関しては、事業

者の賃金改善方法や介護職員の就業実態等が様々なことから、すべての事業

者に一律の様式による記載を求めることは、困難であり、かつ、事業者及ぴ

実施主体である都道府県に過度の事務負担が生じるおそれがあるたゆ、事業

者の任意の方法による記載としているところである一方、事業者に対して本

交付金に関する書類を5年間保存することを義務づけているものである。

　都道府県におかれては、こうした趣旨を踏まえ、実施要領に定める添付書

類以外の書類を一律に求める場合には、，その内容について、必要性の有無及

び事業者の事務負担も考慮し、・慎重に検討されたい。
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介護職員処遇改善交付金

（1）目的

　21年度介護報酬改定（＋3％）によって介護職員の処遇改善を図ったところであるが、他の業種との賃金格差をさらに縮

　め、介護が確固とした雇用の場としてさらに成長していけるよう、介護職員の処遇改善に取り組む事業者へ資金の交付を

行うことにより、介護職員の処遇改善を更に進めていくこととする。

（2）補助の概要

　　介護職員のさらなる処遇の向上のため、介護事業者からの申請に基づき、介護職員処遇改善交付金を介護報酬とは別
　に交付する。

　　交付額は、各サービス毎の介護職員数（常勤換算）に応じて定める交付率による。（介護職員が実施しないサービスは助
成対象としない）

（3）交付方法

①都道府県が基金を設置して実施する。（支払いは国保連に委託）

②財源　：国費10／10
③交付対象：以下の要件を全て満たす事業者

　（ア）各事業所における介護職員一人当たりの本交付金の交付見

　　込額を上回る賃金改善を行うことを含む処遇改善計画を職員に

　　周知の上提出すること。

　（イ）22年度以降については、キャリア・パスに関する要件を加える

　　こととし、この要件を満たさない事業所については、交付率を減

　　額する。

④交付額：介護報酬総額×サービス毎に定める交付率
　　※介護報酬総額には、利用者負担を含み、補足給付を含まない。
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（4）事業規模　　　合計約3，975億円〈介護職員（常勤換算）1人当たり月額平均1．5万円の賃金引上げに相当する額〉

　　※21年度は地方における準備等を勘案し、21年10月サービス分からの実施を予定し、2．5年分を予算計上



サービスごとの交付率 （別紙）

サービス名 交付率

・（介護予防）訪問介護　　　　　　　　　　　・夜間対応型訪問介護 4．0％

・（介護予防）訪問入浴介護 1．8％

・（介護予防）通所介護 1．9％

・（介護予防）通所リハビリテーション 1．7％

・（介護予防）特定施設入居者生活介護　　　　・地域密着型特定施設入居者生活介護 3．0％

・（介護予防）認知症対応型通所介護 2．9％

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護 4．2％

・（介護予防）認知症対応型共同生活介護 3．9％

・介護福祉施設サービス　　　　　　　　　　・地域密着型介護老人福祉施設

E（介護予防）短期入所生活介護
2．5％

・介護保健施設サービス　　　　　　　　　　・（介護予防）短期入所療養介護（老健） 1．5％

・介護療養施設サービス　　　　　　　　　　・（介護予防）短期入所療養介護（病院等） 1．1％

【助成対象外】

E（介護予防）訪問看護　　　　　　　　　　　・（介護予防）訪問リハビリテーション

E居宅介護支援　　　　　　　　　　　　　・介護予防支援

E（介護予防）福祉用具貸与　　　　　　　　　・（介護予防）居宅療養管理指導

0％

※当該サービスの交付率一当該サービスの介護職員数（常勤換算）（全国計）緬000円×12ヶ月

当該サービスの総費用額（全国計）



施設開設準備経費等に対する支援

①施設開設準備経費助成特別対策事業

1　事業の目的

　円滑な施設の開設のためには、施設のハード整備と一体的に、早期からの開設準備が重要で

あり、その開設準備経費を助成することで、開設時から安定した、質の高いサービスを提供す

るための体制整備を支援することを目的とする。

2，事業の内容

（1）実施主体 都道府県及び市町村

（2）事業の内容 特別養護老人ホーム等の円滑な開設のため、施設の開設準備に要する経

費について助成を行う。

（3）対象施設 （都道府県事業）：

　特別養護老人ホーム、老人保健施設、ケアハウス（特定施設入居者生

　活介護の指定を受けるもの）、養護老人ホーム

（市町村事業）：

　小規模特別養護老人ホーム、小規模老人保健施設、小規模ケアハウス

　（特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの）、認知症高齢者グルー

　プホーム、小規模多機能型居宅介護事業所

（4）対象条件 　新規開設又は増床に伴う円滑な開設のため、開設前に看護・介護職員等

の雇い上げ等の開設準備を行うこと。

（5）対象経費（開設前の6ヶ月間に係る経費）

　　　・開設前の看護・介護職員等の雇い上げ経費（最大6ヶ月間の訓練等の期間）

　　　・開設のための普及啓発経費

　　　　（地域住民の事業に対する理解を深めるための連絡会等の開催）

　　　　（利用希望者本人や家族への施設概要説明・処遇内容等の紹介）

　　　・職員の募集経費（広報誌発行、説明会開催等の活動費）

　　　・開設に当たっての周知・広報経費

　　　　（パンフレット、ホームページの開設等のPR費用）

　　　・開設準備事務経費　　　　．

　　　　（経営コンサルタント〔会計処理、労務管理、開設届出書類等の作成等〕に要する経費）

　　　・その他開設の準備に必要な経費

（6）助成額 60万円x定員数（※）を上限とする。

※小規模多機能型居宅介護事業所は、宿泊定員数とする。

3．予算額　　約673億円　　（別途配分率に基づき、予算の範囲内で都道府県へ配分。）



②　定期借地権剰用による整備促進特別対策事業

1．事業の目的

　大都市部等において施設等用地の取得が困難なことにより、特別養護老人ホーム等の整備が

進まないことを踏まえ、施設等用地確保のために定期借地権を設定し、一時金を授受した場合

に助成を行うことにより、用地の確保を容易にし、特別養護老人ホーム等の整備促進を図る。

2．事業の内容

（1）実施主体 都道府県及び市町村
、

（2）事業の内容 　定期借地権の設定により用地を確保し、一時金を授受した場合について

助成を行う。

（3）対象施設

　・事業主体

①特別養護老人ホーム、老人保健施設、ケアハウス（特定施設入居者

　生活介護の指定を受けるもの）、養護老人ホーム

　小規模特別養護老人ホーム、小規模老人保健施設、小規模ケアハウス

　（特定施設入居者生，活介護の指定を受けるもの）、認知症高齢者グルー

　プホーム、小規模多機能型居宅介護事業所

②　社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、民間企業等民間事

　業主体が整備・運営主体となるもの

（4）助成条件 　助成対象の一時金は、地代の前払いの性格を有するものに限る。

　（保証金は対象外とする。）

　定期借地権の設定期間は、50年間以上を想定。

※契約内容を確認の上、決定すること。

（5）助成額 　定期借地権設定に伴い授受される一時金（※）の半額を助成する。

※敷地の路線価評価額の1／2を助成対象の上限とする

3．留意事項

　　　　・　定期借地権設定に際しての・一時金については、その名称に関係なく、地代の前払い

　　　　の性格を有するもの（当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は

　　　　一部の期間の地代の引下げが行われていると認められるもの）を補助対象とし、保証

　　　　金の性格（地代債務、契約終了時の建物撤去義務等の不履行の際の担保として授受さ

　　　　れ、契約終了時に原則返還を要するもの）を有するものは対象としない。

4．予算額　　約125億円　　（別途配分方法に基づき、予算の範囲内で都道府県へ配分。）


